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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の睡眠センサと、空調制御装置とを備えた空調制御システムであって、
　前記複数の睡眠センサは、
　複数のユーザの各々に装着可能に構成され、各ユーザの脈波データを計測する脈波セン
サと、
　前記脈波センサにより得られた脈波データを前記空調制御装置に送信する送信手段と
を有し、
　前記空調制御装置は、
　前記複数の睡眠センサから前記脈波データを受信する受信手段と、
　複数のユーザの中から優先ユーザを選択する優先ユーザ選択手段と、
　前記優先ユーザの前記脈波データに基づいて、前記優先ユーザの睡眠状態を判定する睡
眠状態判定手段と、
　前記睡眠状態判定手段により判定された前記睡眠状態に基づいて、気温、湿度および気
流の強さのうち少なくとも１つを制御する空調制御手段と
を備えたことを特徴とする空調制御システム。
【請求項２】
　前記空調制御装置は、睡眠中のユーザが快適と感じる体感温度の時間変化を示す快適体
感温度曲線を保持する快適体感温度曲線保持手段をさらに備え、
　前記空調制御手段は、さらに前記優先ユーザの前記快適体感温度曲線に基づいて、前記
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気温、湿度および気流の強さのうち少なくとも１つを制御することを特徴とする請求項１
に記載の空調制御システム。
【請求項３】
　前記空調制御装置は、外部から前記優先ユーザの指定情報を取得する優先ユーザ指定情
報取得手段をさらに備え、
　前記ユーザ選択手段は、前記優先ユーザ指定情報取得手段が取得した前記指定情報に示
されるユーザを前記優先ユーザとして選択することを特徴とする請求項１または２に記載
の空調制御システム。
【請求項４】
　前記睡眠状態判定手段は、前記受信手段が受信した複数の前記脈波データに基づいて、
各ユーザの睡眠状態を判定し、
　前記優先ユーザ選択手段は、前記睡眠状態判定手段により判定された各ユーザの睡眠状
態に基づいて、前記優先ユーザを選択し、
　前記空調制御手段は、前記優先ユーザ選択手段により選択された前記優先ユーザに対し
て得られた前記睡眠状態に基づいて、気温、湿度および気流のうち少なくとも１つを制御
することを特徴とする請求項１または２に記載の空調制御システム。
【請求項５】
　前記優先ユーザ選択手段は、前記睡眠状態判定手段により入眠前と判定されたユーザが
いる場合には、当該ユーザを前記優先ユーザとして選択することを特徴とする請求項４に
記載の空調制御システム。
【請求項６】
　前記優先ユーザ選択手段は、前記睡眠状態判定手段により中途覚醒と判定されたユーザ
がいる場合には、当該ユーザを前記優先ユーザとして選択することを特徴とする請求項４
に記載の空調制御システム。
【請求項７】
　前記ユーザ選択手段は、前記睡眠状態判定手段によりレム睡眠からノンレム睡眠への切
り替わりが検出されたユーザを前記優先ユーザとして選択することを特徴とする請求項４
に記載の空調制御システム。
【請求項８】
　前記睡眠判定手段は、前記受信手段が受信した複数の前記脈波データに基づいて、各ユ
ーザの睡眠状態を判定し、
　前記空調制御手段は、前記睡眠状態判定手段が対象とする複数のユーザ全員が睡眠状態
であることを検出した場合に、不快指数が６５以上７３以下となるように気温および湿度
を制御することを特徴とする請求項１から７のいずれか一項に記載の空調制御システム。
【請求項９】
　前記空調制御手段は、気温を変化させず、前記湿度と気流の強さを変化させて前記体感
温度を変更し、目的の体感温度に達した後当該体感温度を保ちつつ気温を変化させること
を特徴とする請求項１から８のいずれか一項に記載の空調制御システム。
【請求項１０】
　前記空調制御手段は、前記湿度を変化させる場合に、相対湿度６０～８０％の範囲にお
いて変化させることを特徴とする請求項１から９のいずれか一項に記載の空調制御システ
ム。
【請求項１１】
　前記空調制御手段は、前記気流の強さは、２ｍ／ｓ以下の範囲内において変化させるこ
とを特徴とする請求項１から１０のいずれか一項に記載の空調制御システム。
【請求項１２】
　前記空調制御手段は、前記温度を変化させる場合には、温度変化率１℃／３ｈ以下の速
度で変化させることを特徴とする請求項１から１１のいずれか一項に記載の空調制御シス
テム。
【請求項１３】
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　前記空調制御装置は、前記優先ユーザの体温を取得する体温取得手段をさらに備え、
　前記空調制御手段は、前記体温取得手段が取得した前記優先ユーザの体温と、気温とに
基づいて、空調を制御することを特徴とする請求項１に記載の空調制御システム。
【請求項１４】
　複数のユーザの各々に装着可能に構成された複数の睡眠センサと、空調制御装置とを備
えた空調制御システムにおける空調制御方法であって、
　前記睡眠センサの脈波センサが、各ユーザの脈波データを計測する計測ステップと、
　前記睡眠センサの送信手段が、前記計測ステップで得られた脈波データを前記空調制御
装置に送信する送信ステップと、
　前記空調制御装置の受信手段が、前記複数の睡眠センサから前記脈波データを受信する
受信ステップと、
　前記空調制御装置のユーザ選択手段が、複数のユーザの中から優先ユーザを選択する優
先ユーザ選択ステップと、
　前記空調制御装置の睡眠状態判定手段が、前記優先ユーザの前記脈波データに基づいて
、前記優先ユーザの睡眠状態を判定する睡眠状態判定ステップと、
　前記空調制御装置の空調制御手段が、前記睡眠状態判定ステップにおいて判定された前
記睡眠状態に基づいて、気温、湿度および気流の強さのうち少なくとも１つを制御する空
調制御ステップと
を有することを特徴とする空調制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、寝室の空調を制御する空調制御システムおよび空調制御方法に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、寝室用空調の制御の方法が提案されている。例えば、ユーザの温冷感、発汗
などを計測し、その状況に基づいて気流、温度および湿度を適当に制御する方法が知られ
ている（例えば、「特許文献１」参照）。
【０００３】
　しかし、寝室は夫婦や子供同士など複数人で使う場合が多く、誰か一人を優先して空調
装置の温度、湿度、気流を制御すると他の人にとって不快な状況に陥ることがある。また
、就寝時間が異なることにより、体感温度が異なる場合も多い。
【０００４】
　このような問題に対する解決策として、カプセル型の寝室装置も提案されている（例え
ば、「特許文献２」参照）。また、複数のユーザが寝る場合、各人に適した気流、温度、
湿度の平均の値に制御する方法も提案されている。
【０００５】
【特許文献１】特開平０７－８３４８２号公報
【特許文献２】特開２００１－１８２３４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述のような睡眠用カプセルを導入した場合には、寝室を区切ることに
なってしまい、自由に行き来できなくなる。すなわち、部屋としての使用性が悪くなる。
【０００７】
　また、上述のように各人に適した値の平均の値に制御する方法もあるが、夏季の体感温
度は人によって３度～５度違っている。また、布団が薄いため、覚醒しているときには、
僅かな温度変化でも感じ取ってしまう。このため、温熱感の異なる複数のユーザが１台の
空調機しか使えない場合、上記のような単純な平均化では快適感が得られにくい。その結
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果、入眠に時間がかかる、中途覚醒後なかなか寝付けない等の問題が発生するという問題
があった。
【０００８】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、同一の寝室に複数人が寝る場合におい
ても、各人が快適な睡眠をとることができるような空調制御を行うことのできる空調制御
システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、複数の睡眠センサと、空調
制御装置とを備えた空調制御システムであって、前記複数の睡眠センサは、複数のユーザ
の各々に装着可能に構成され、各ユーザの脈波データを計測する脈波センサと、前記脈波
センサにより得られた脈波データを前記空調制御装置に送信する送信手段とを有し、前記
空調制御装置は、前記複数の睡眠センサから前記脈波データを受信する受信手段と、複数
のユーザの中から優先ユーザを選択する優先ユーザ選択手段と、前記優先ユーザの前記脈
波データに基づいて、前記優先ユーザの睡眠状態を判定する睡眠状態判定手段と、前記睡
眠状態判定手段により判定された前記睡眠状態に基づいて、気温、湿度および気流の強さ
のうち少なくとも１つを制御する空調制御手段とを備えたことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の他の形態は、複数のユーザの各々に装着可能に構成された複数の睡眠セ
ンサと、空調制御装置とを備えた空調制御システムにおける空調制御方法であって、前記
睡眠センサの脈波センサが、各ユーザの脈波データを計測する計測ステップと、前記睡眠
センサの送信手段が、前記計測ステップで得られた脈波データを前記空調制御装置に送信
する送信ステップと、前記空調制御装置の受信手段が、前記複数の睡眠センサから前記脈
波データを受信する受信ステップと、前記空調制御装置のユーザ選択手段が、複数のユー
ザの中から優先ユーザを選択する優先ユーザ選択ステップと、前記空調制御装置の睡眠状
態判定手段が、前記優先ユーザの前記脈波データに基づいて、前記優先ユーザの睡眠状態
を判定する睡眠状態判定ステップと、前記空調制御装置の空調制御手段が、前記睡眠状態
判定ステップにおいて判定された前記睡眠状態に基づいて、気温、湿度および気流の強さ
のうち少なくとも１つを制御する空調制御ステップとを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明にかかる空調制御システムは、優先ユーザ選択手段が、少なくとも２人以上のユ
ーザの中から優先ユーザを選択し、睡眠状態判定手段が、優先ユーザの睡眠状態を判定し
、空調制御手段が、睡眠状態判定手段により判定された睡眠状態に基づいて、気温、湿度
および気流の強さのうち少なくとも１つを制御するので、状況に応じて適切な優先ユーザ
を選択することにより、同一の寝室に複数人が寝る場合においても、各人が快適な睡眠を
とることができるような空調制御を行うことができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下に、本発明にかかる空調制御システムおよび空調制御方法の実施の形態を図面に基
づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない
。
【００１５】
（実施の形態１）
　図１は、実施の形態１にかかる空調制御システム１の全体構成を示す図である。空調制
御システム１は、空調制御装置１０と、睡眠センサ２０ａ，２０ｂと、空調装置３０とを
備えている。空調制御装置１０は、ユーザの睡眠状態に基づいて、空調を制御する。ユー
ザの数に特に制限はないがここでは簡単のため２人のユーザの睡眠状態に基づいて空調を
制御する場合について説明する。
【００１６】
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　睡眠センサ２０ａと睡眠センサ２０ｂの構成や処理等は同じであるので、以降睡眠セン
サ２０ａについてのみ説明する。睡眠センサ２０ａは、当該睡眠センサ２０ａを装着して
いるユーザの脈波を測定し、測定結果を空調制御装置１０に無線で送信する。例えばブル
ートゥースで実現されてもよい。なお、空調制御装置１０への送信は、有線で実現されて
もよい。
【００１７】
　空調制御装置１０は、脈波の測定結果に基づいて、ユーザの睡眠状態を判定する。なお
、ここで睡眠状態には、入眠前の状態、睡眠状態、入眠後の状態および中途覚醒の状態を
含む。また、睡眠状態としては、レム睡眠の状態、ノンレム睡眠の状態などがある。
【００１８】
　空調制御装置１０は、さらにユーザの睡眠状態に応じて、空調装置３０を制御する。空
調装置３０は、空調制御装置１０の指示に応じて、温度、湿度および気流のうち少なくと
も１つを調整する。空調装置３０は、具体的には、エアコンである。
【００１９】
　図２は、睡眠センサ２０の装着例を示す図である。睡眠センサ２０は、脈波センサ２０
０と、睡眠センサ本体２２０とを有している。図２のように、睡眠センサ本体２２０は、
例えば手首に腕時計のような形で装着される。脈波計測用の脈波センサ２００は小指に装
着される。
【００２０】
　図３は、睡眠センサ２０の機能構成を示すブロック図である。睡眠センサ２０の脈波セ
ンサ２００は、光源２０２である青色ＬＥＤと受光部２０４であるフォトダイオードから
なり、皮膚表面に光を照射し、毛細血管内の血流変化により変化する反射光の変動をフォ
トダイオードで捉える。
【００２１】
　睡眠センサ本体２２０は、光源駆動部２２１と、脈波計測部２２２と、加速度計測部２
２３と、入力部２２４と、送信部２２５と、制御部２２６とを有している。光源駆動部２
２１は、光源２０２として例えば青色ＬＥＤを使用する場合、これを駆動するための電圧
供給部である。
【００２２】
　脈波計測部２２２は、被験者の脈波データを計測し、データ変換をする。脈波計測部２
２２は、脈波センサのフォトダイオードからの出力電流を電流電圧変換器で電圧に変換し
、増幅器で電圧を増幅して、ハイパスフィルタ（カットオフ周波数：０．１Ｈｚ）とロー
パスフィルタ（カットオフ周波数：５０Ｈｚ）を施した後、１０ビットＡ／Ｄ変換器でデ
ジタル量に変換する。そして、変換後のデータを制御部２２６に出力する。
【００２３】
　加速度計測部２２３は、ユーザの体動を示す体動データとして加速度データを計測し、
データ変換をする計測部であり、加速度センサである。加速度センサは、３軸方向の－２
ｇ～２ｇの加速度を計測する加速度計であり、睡眠センサ本体２２０本体に搭載されてい
る。また、加速度計測部２２３は、加速度センサのアナログデータのゲイン、オフセット
を調整回路で調整した後、１０ビットＡ／Ｄ変換器でデジタル量に変換する。そして、変
換後のデータを制御部２２６に出力する。
【００２４】
　入力部２２４は、ユーザが電源をＯＮ／ＯＦＦする、または表示を切り替える要求や指
示を行うスイッチである。送信部２２５は、脈波計測部２２２により計測されたデータや
、加速度計測部２２３により計測されたデータを空調制御装置１０に送信する。
【００２５】
　図４は、空調制御装置１０の機能構成を示すブロック図である。空調制御装置１０は、
表示部１００と、記憶部１０２と、電源供給部１０４と、受信部１０６と、脈拍間隔算出
部１１０と、自律神経指標算出部１１２と、体動判定部１１４と、睡眠状態判定部１１６
と、照明制御部１１８と、制御部１２０と、優先ユーザ選択部１３０と、快適体感温度曲
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線雛形保持部１３２と、空調制御部１３４とを備えている。
【００２６】
　表示部１００は、睡眠状態判定結果を表示する表示装置であり、具体的には、ＬＣＤな
どである。また、記憶部１０２は、脈波データ、心電データ、体動データなどの計測デー
タ、脈拍間隔データなど処理後のデータ、睡眠状態を判定する閾値などのデータを記憶す
る記憶部であり、具体的には、フラッシュメモリなどである。電源供給部１０４は、空調
制御装置１０の電力を供給する電源であり、具体的には、バッテリである。受信部１０６
は、睡眠センサ２０からデータを受信する。制御部１２０は心電、脈波の計測のタイミン
グの制御、受信データの蓄積、処理などを行う。
【００２７】
　脈拍間隔算出部１１０は、脈波計測部２２２が計測した脈波から脈波間隔を算出する。
ここで、脈拍間隔とは、脈波の一周期の時間間隔である。具体的には、脈波計測部２２２
が計測した脈波から一連の脈波データをサンプリングする。そして、サンプリングした一
連の脈波データを時間微分して一連の脈波データの直流変動成分を得る。さらに一連の脈
波データから直流変動成分を除去する。
【００２８】
　そして、直流変動成分を除去された一連の脈波データの処理ポイントを中心とした前後
約１秒の脈波データの最大値と最小値を取得し、最大値と最小値との間の所定の値を閾値
とする。閾値としては、例えば最大値、最小値の差を振幅として、最小値から振幅の９割
の値を用いるのが好ましい。
【００２９】
　さらに、直流変動成分を除去された一連の脈波データから閾値に一致する一連の脈波デ
ータの値が現れた時刻を算出し、算出された時刻の間隔を脈拍間隔とする。
【００３０】
　この脈拍間隔データは不等間隔データである。周波数解析を行うためには等間隔データ
に変換する必要がある。そこで、不等間隔の脈拍間隔データを補間、再サンプリングし、
等間隔の脈拍間隔データを生成する。例えば、３次の多項式補間法によって補間する点の
前後それぞれ３点のサンプリング点を用いて等間隔の脈拍間隔データを生成する。
【００３１】
　自律神経指標算出部１１２は、睡眠状態を判定する低周波数領域（０．０５～０．１５
Ｈｚ付近）の指標ＬＦと高周波数領域（０．１５～０．４Ｈｚ付近）の指標ＨＦという二
つの自律神経指標を算出する。図５は、自律神経指標算出部１１２の処理を説明するため
の図である。
【００３２】
　まず等間隔の脈拍間隔データを例えばＦＦＴ（Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓ
ｆｏｒｍ）にて周波数スペクトル分布に変換する。次に、得られた周波数スペクトル分布
より、ＬＦ，ＨＦを得る。具体的には、複数のパワースペクトルのピーク値とピーク値を
中心として前後等間隔の１点との３点の合計値の算術平均をとってＬＦ、ＨＦとする。
【００３３】
　なお、本実施の形態においては、データ処理の負担を軽減する観点から、周波数解析法
としてＦＦＴ法を用いたが、他の例としては、ＡＲモデル、最大エントロピー法、ウェー
ブレット法などを用いても良いが、データ処理の負担の軽いＦＦＴ法を用いてもよい。
【００３４】
　体動判定部１１４は、加速度計測部２２３から取得した３軸方向の加速度データを時間
微分して３軸方向の加速度の微係数を求め、３軸方向の加速度のそれぞれの微係数の二乗
和の平方根である体動データの変動量および脈拍間隔内の体動データの変動量の平均であ
る体動量を求める。そして、体動量の変動量が所定の閾値より大きい場合に体動と判定す
る。例えば、所定の閾値として体動計に使用されている微小な体動の最小値である０．０
１Ｇを用いる。
【００３５】
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　睡眠状態判定部１１６は、体動判定部１１４によって判定された体動の発生頻度が所定
の閾値以上である場合に覚醒状態であると判定し、体動の発生頻度が所定の閾値未満であ
る場合は睡眠状態であると判定する。
【００３６】
　具体的には、睡眠状態判定部１１６は、体動判定部１１４から体動の有無を取得し、設
定区間にける体動発生頻度を計測する。ここで、設定区間としては例えば１分間が好まし
い。そして、体動発生頻度が予め定めた閾値以上である場合に覚醒状態であると判定する
。一方、体動発生頻度が閾値未満である場合は睡眠状態であると判定する。例えば、閾値
としては、過去の覚醒時における体動頻度から２０回／分を用いるのが好ましい。
【００３７】
　睡眠状態判定部１１６は、さらに自律神経指標算出部１１２が算出した自律神経指標Ｌ
Ｆ，ＨＦおよび体動の有無に基づいて、睡眠状態として、睡眠深度を判定する。ここで、
睡眠深度とは、被験者の脳の活動状態の程度を示す指標である。本実施の形態においては
、ノンレム睡眠、レム睡眠のいずれに該当するかを判定する。さらにノンレム睡眠におい
てはさらに浅睡眠、深睡眠のいずれに該当するかを判定する。
【００３８】
　優先ユーザ選択部１３０は、ユーザから入力された優先ユーザの指定情報に基づいて、
優先ユーザを選択する。具体的には、ユーザは、睡眠センサ２０ａの入力部２２４におい
て、優先ユーザを指定する指定情報を入力する。受信部１０６は、送信部２２５により送
信された指定情報を取得する。そして、優先ユーザ選択部１３０は、受信部１０６が取得
した指定情報に示されるユーザを指定ユーザとして選択する。さらに、優先ユーザ選択部
１３０は、ユーザの睡眠状態計測中においては、対象とする複数のユーザそれぞれの睡眠
状態に応じて適宜優先ユーザを変更する。
【００３９】
　快適体感温度曲線雛形保持部１３２は、快適体感温度曲線の雛形を保持する。ここで、
快適体感温度曲線とは、睡眠中に快適と感じることができるような体感温度変化を示す曲
線である。
【００４０】
　図６は、快適体感温度曲線の雛形を示す図である。このように、ユーザの就寝時の体感
温度である初期設定体感温度から僅かに上昇し、１時間までに２℃下がる。さらにその後
徐々に初期設定体感温度よりも１℃高い温度まで上昇する。
【００４１】
　なお、快適体感温度曲線の雛形は、快適体感温度曲線の初期設定体感温度を基準とした
相対的な温度変化を示す曲線である。さらに、横軸の時刻は、ユーザの就寝時刻を基準と
した相対的な時刻を示している。初期設定体感温度はユーザ毎に設定してもよい。初期設
定体感温度は、外部より指定される。
【００４２】
　ここで、体感温度は、例えば次式により算出される。

体感温度＝ｔ－1／２．３（ｔ－１０）(０．８－ｈ／１００)－４√V（Ｖ＞２ｍ／ｓ）√
Ｖ　　　・・・（式１）

なお、気温ｔ℃、相対湿度ｈ％および風速Ｖ（ｍ／ｓ）とする。
【００４３】
　これは、（式２）に示すミスナールの式および（式３）に示すリンケの式を組み合わせ
たものである。

体感温度 ＝ ｔ－１／２．３（ｔ－１０）(０．８－ｈ／１００)      ・・・（式２）
体感温度 ＝ ｔ－４√Ｖ　　　・・・（式３）
【００４４】
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　なお、相対湿度は、気温と湿球温度から求められる（例えば、S.D. Gedzelman, 1980: 
The Science and Wonders of the Atmosphere, John Wiley and Sons）。すなわち、体感
温度は、気温、相対湿度および風速により算出される。
【００４５】
　空調制御部１３４は、優先ユーザや他のユーザの快適体感温度曲線を決定し、決定した
快適体感温度に基づいて、実際に空調を制御すべき制御曲線を決定する。さらに、不快指
数を算出し、不快指数に基づいて空調を制御する。具体的には、温度、湿度および風速の
うち少なくともいずれか１つを制御する。不快指数は、次式により算出される。

不快指数＝０．８１ｔ＋０．０１ｈ（０．９９ｔ－１４．３）＋４６．３　　　・・・（
式４）

図７は、不快指数のグラフを示す図である。このように、不快指数は、温度と相対湿度に
より定まる値である。
【００４６】
　図８は、図６に示す快適体感温度曲線により決定された制御曲線を実現すべく行われる
実際の空調制御を示す図である。このように、冷房、暖房および湿度それぞれを調整する
。
【００４７】
　体感温度を変更する場合には、基本的にはまず気温を変えずに湿度のみを変化させる。
例えば、夏場においては、湿度を約１５％下げることにより体感温度を約１℃下げること
ができる。なお、湿度変化は、相対湿度６０～８０％の範囲で行うのが望ましい。
【００４８】
　湿度を変えるだけでは、周りの空気に拡散していくだけであり、ユーザが感知し難い。
また、室内が乾燥してしまう。そこで、次に、気流を増して、湿度の低い空気をユーザに
届くようにする。気流の強さは、２ｍ／ｓ以下が望ましい。なお、風向きを換えることに
より、個人別に対応することができる。
【００４９】
　所望の体感温度になると次に、気流を弱くし、冷却能力を増している。これにより室温
を下げる。なお、温度変化は、１℃／３ｈ以下の速度が好ましい。
【００５０】
　図９は、体感温度を２７℃から２４．５℃に変更する際の空調制御を説明するための図
である。まず、相対湿度を下げることにより体感温度を２４．５℃まで下げる。このとき
、湿度の低い空気をユーザに届けるべく気流を増す。
【００５１】
　この処理は図９に示す湿球温度を下げることに相当する。なお、湿球温度は、気温と相
対湿度により定まる値である。これにより、グラフ上の点３００から点３０２に移行する
。体感温度が目標値に達すると、次に、気流を弱くする。これにより湿度が若干上昇する
。これにより体感温度が上昇する分を室温を下げることにより補填する。
【００５２】
　以上のように、まず湿度を変化させ、体感温度を目標値に近づけた後に温度を変化させ
る。温度を変化させて体感温度を変更しようとした場合には、ある程度の時間がかかって
しまう。これに対し、湿度を変化させた場合には、気流を強くすることにより、温度を変
化させた場合に比べて容易にかつ短時間で体感温度を変更することができる。
【００５３】
　図１０は、実施の形態１にかかる空調制御システム１における空調制御処理を示すフロ
ーチャートである。まず、ユーザは、睡眠前に睡眠センサ２０を装着し、入力部２２４か
ら電源を起動する。これにより、各ユーザの睡眠センサ２０の加速度計測部２２３は、加
速度の計測を開始する。また、脈波計測部２２２は、脈波の計測を開始する。
【００５４】
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　そして、優先ユーザ選択部１３０は、初期優先ユーザを設定する（ステップＳ１００）
。初期優先ユーザは、予め設定されていてもよい。また、他の例としては、ユーザから直
接空調制御装置１０のユーザインタフェース（図示せず）を介して入力されてもよい。こ
こでは、第１ユーザが優先ユーザとして選択されたものとする。
【００５５】
　次に、空調制御システム１が対象とする複数のユーザそれぞれの初期設定体感温度を取
得する（ステップＳ１０２）。具体的には、睡眠センサ２０ａを装着したユーザが、睡眠
センサ２０ａの入力部２２４に初期設定体感温度を入力する。そして、入力された初期設
定体感温度は送信部２２５により空調制御装置１０に送信される。そして、空調制御装置
１０の受信部１０６が初期設定体感温度を取得する。
【００５６】
　また、他の例としては、各ユーザの初期設定体感温度が予め空調制御装置１０に登録さ
れていてもよい。この場合には、睡眠センサ２０を識別する睡眠センサＩＤに対応付けて
、各睡眠センサを利用するユーザの初期設定体感温度が登録される。
【００５７】
　次に、空調制御部１３４は、快適体感温度曲線雛形保持部１３２が保持する快適体感温
度曲線の雛形と、優先ユーザ選択部１３０により選択された優先ユーザの初期設定体感温
度に基づいて、優先ユーザ、すなわち第１ユーザの快適体感温度曲線を決定する。具体的
には、快適体感温度曲線の雛形に対し、初期設定体感温度と、就寝時刻を設定することに
より、快適体感温度曲線の相対的な温度および時刻をそれぞれ絶対値に変更する。
【００５８】
　そして、優先ユーザの快適体感温度曲線に基づいて、実際の空調制御の制御曲線を決定
する（ステップＳ１０４）。優先ユーザが入眠するまでは優先ユーザの快適体感温度曲線
を制御曲線とする。
【００５９】
　次に、空調制御部１３４は、制御曲線にしたがい実際に空調を制御する（ステップＳ１
０６）。具体的には、湿度、温度および風速を制御する。さらに、各ユーザの睡眠状態を
判定する（ステップＳ１０８）。具体的な処理については後述する。そして、空調制御部
１３４は、優先ユーザが入眠するまでの間、優先ユーザの快適体感温度曲線である制御曲
線にしたがい空調制御を続ける（ステップＳ１１０，Ｎｏ）。
【００６０】
　睡眠状態の判定において、優先ユーザが入眠したと判定され、さらに他に覚醒ユーザが
いる場合には（ステップＳ１１０，Ｙｅｓ、ステップＳ１１２，Ｙｅｓ）、覚醒ユーザを
優先ユーザとする（ステップＳ１１４）。なお、覚醒ユーザが複数人いる場合には、覚醒
ユーザのうちで優先度が最も高いユーザを優先ユーザとする。なお、優先度は予め設定さ
れているものとする。
【００６１】
　そして、ステップＳ１０４に戻り、優先ユーザとして選択されたユーザ（第２ユーザと
する）の初期設定体感温度と快適体感温度曲線とに基づいて、第２ユーザの快適体感温度
曲線を決定する。この第２ユーザの快適体感温度曲線を制御曲線と決定する（ステップＳ
１０４）。そして、制御曲線、すなわち第２ユーザの快適体感温度曲線にしたがい空調を
制御する（ステップＳ１０６）。
【００６２】
　このように、覚醒しているユーザを優先ユーザとし、このユーザにとってより快適な空
調になるように制御する。人は一度寝入ってしまうと、感覚入力が遮断されるため環境状
況に対する許容範囲が広くなることがわかっている。これを利用し、上述のように、覚醒
しているユーザの快適体感温度曲線を優先した制御曲線を利用することとした。これによ
り、複数のユーザが同一の寝室を利用する場合であっても、入眠のタイミングが異なりさ
えすれば、最適な温度環境を作ることができる。
【００６３】
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　図１１は、優先ユーザとして選択された第１ユーザが入眠し、このとき覚醒している第
２ユーザを優先ユーザとして選択した場合の制御曲線を示す図である。第１ユーザが就寝
し、その後所定の時間が経過した後に第２のユーザが就寝したとする。この場合の第１ユ
ーザの快適体感温度曲線３１１と、第２ユーザの体感温度快適曲線３１２の関係は、図１
１に示すようになる。すなわち、初期設定体感温度に対応する時刻がずれた状態で重ねら
れる。なお、第２ユーザの初期設定体感温度は、第１ユーザの初期設定体感温度に比べて
低い。
【００６４】
　初期設定においては、第１ユーザが優先ユーザとして選択されている。したがって、第
１ユーザが入眠するまでは、第１ユーザの快適体感温度曲線３１１と実際の制御曲線３１
３とは重なっている。そして、第１ユーザが入眠すると（図の点３２１）、第２ユーザが
優先ユーザとして選択される。したがって、第２ユーザの快適体感温度曲線３１２が制御
曲線となる。ただし、急激な温度変化は、ユーザにとって不快と感じられる可能性があり
好ましくない。そこで、図１１に示すように、第１ユーザの快適体感温度曲線３１１から
第２ユーザの快適体感温度曲線３１２に徐々に近づけていくのが好ましい。
【００６５】
　再び説明を図１０に戻す。対象となるユーザが全員入眠した場合には（ステップＳ１１
０，Ｙｅｓ、ステップＳ１１２，Ｎｏ）、全員の快適体感温度曲線に基づいて、制御曲線
を決定する（ステップＳ１２０）。次に、決定した制御曲線に基づいて空調を制御する（
ステップＳ１２２）。さらにこのとき、不快指数が６５以上７５以下となるように空調を
制御する（ステップＳ１２４）。
【００６６】
　図１２は、全員入眠した後の制御曲線を示す図である。第２ユーザが入眠した後は、第
１ユーザの快適体感温度曲線と第２ユーザの快適体感温度曲線の両方に基づいて、実際の
制御曲線が決定される。具体的には、例えば、図１２に示すように第１ユーザの快適体感
温度曲線３１１と第２ユーザの快適体感温度曲線３１２の平均値を制御曲線３１３とする
。
【００６７】
　なお、実施の形態においては、両者の快適体感温度曲線の平均を制御曲線としたが、両
者の快適体感温度曲線に近い制御を行う制御曲線であればよく、実施の形態に限定される
ものではない。
【００６８】
　再び説明を図１０に戻す。ステップＳ１２４までの処理により全員のユーザの快適体感
温度曲線の平均である制御曲線にしたがい、かつ不快指数が上述の範囲となるように空調
制御を行いつつ、引き続き各ユーザの睡眠状態を判定する（ステップＳ１０８）。
【００６９】
　中途覚醒しそうなユーザまたは中途覚醒したユーザがいない場合には（ステップＳ１２
６，Ｎｏ）、引き続き睡眠状態を判定する（ステップＳ１０８）。中途覚醒しそうなユー
ザまたは中途覚醒したユーザがいる場合には（ステップＳ１２６，Ｙｅｓ）、このユーザ
を優先ユーザとする（ステップＳ１２８）。そして、ステップＳ１０４に戻り、優先ユー
ザの快適体感温度曲線を制御曲線として決定する。
【００７０】
　図１３は、全員入眠した後に、第２ユーザが覚醒した場合の制御曲線を示す図である。
第２ユーザが中途覚醒したと判定された場合には、このタイミングを就寝時刻とした第２
ユーザの快適体感温度曲線３１２を制御曲線３１３とする。なお、この場合にも、徐々に
第２ユーザの快適体感温度曲線に近づくような制御曲線３１３とする。
【００７１】
　図１４は、全員入眠した後に、第２ユーザおよび第１ユーザが中途覚醒しそうになった
場合の制御曲線を示す図である。全員の入眠後、第２ユーザが中途覚醒しそうであると判
定されると、制御曲線３１３を第２ユーザの快適体感温度曲線３１２に近づける。さらに
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、第１ユーザが中途覚醒しそうであると判定されると制御曲線３１３を再び第１ユーザの
快適体感温度曲線３１１と第２ユーザの快適体感温度曲線３１２の平均値とする。
【００７２】
　さらに、第２ユーザが中途覚醒しそうな状態でなくなると、制御曲線３１３を第１ユー
ザの快適体感温度曲線３１１に近づける。そして、第１ユーザが中途覚醒しそうな状態で
なくなると、再び制御曲線３１３を第１ユーザの快適体感温度曲線３１１と第２ユーザの
快適体感温度曲線３１２の平均値とする。
【００７３】
　このように、中途覚醒したユーザおよび中途覚醒しそうなユーザを優先ユーザとし、こ
れらのユーザの快適体感温度曲線に沿った制御曲線とすることにより、複数のユーザが同
一の寝室を利用する場合であっても、最適な温度環境を作ることができる。
【００７４】
　図１５は、ステップＳ１０６における睡眠判定処理を示すフローチャートである。ユー
ザは、睡眠前に睡眠センサ２０を装着し、入力部２２４から電源を起動する。睡眠センサ
２０の加速度計測部２２３は、加速度の計測を開始する。また、脈波計測部２２２は、脈
波の計測を開始する。
【００７５】
　睡眠センサ２０の加速度計測部２２３が加速度の計測を開始すると、空調制御装置１０
の受信部１０６は、睡眠センサ２０の送信部２２５から加速度データを取得する（ステッ
プＳ２００）。次に、体動判定部１１４は、加速度計測部２２３から取得した３軸方向の
加速度データから体動データを得る。そして、体動データの変動量が閾値より大きい場合
に体動と判定する（ステップＳ２０２）。
【００７６】
　体動判定部１１４が体動ありと判定した場合に（ステップ２０４，Ｙｅｓ）、睡眠状態
判定部１１６は、覚醒状態か睡眠状態かを判定する（ステップＳ２０６）。睡眠状態判定
部１１６が、覚醒状態と判定した場合は（ステップＳ２０８，覚醒）、睡眠状態判定部１
１６は、さらに現在の時刻が起床時刻範囲内の時刻であるか否かを判定する。現在の時刻
が起床時刻範囲内の時刻である場合には（ステップＳ２１０，Ｙｅｓ）、ユーザの睡眠状
態は起床と判定される（ステップＳ２１２）。現在の時刻が起床時刻範囲内の時刻でない
場合には（ステップＳ２１０，Ｎｏ）睡眠状態は中途覚醒と判定される（ステップＳ２１
４）。 
【００７７】
　一方、睡眠センサ２０の脈波計測部２２２が脈波の計測を開始すると、空調制御装置１
０の受信部１０６は、送信部２２５から脈波データを取得する（ステップＳ２２０）。次
に、脈拍間隔算出部１１０は脈拍間隔を算出するための動的閾値である脈拍間隔閾値を算
出する（ステップＳ２２２）。次に、脈拍間隔算出部１１０は、直流変動成分を除去され
た一連の脈波データから閾値に一致する一連の脈波データの値が現れた時刻を算出し、算
出された時刻の間隔を脈拍間隔として得る（ステップＳ２２４）。
【００７８】
　次に、脈拍間隔算出部１１０は、ステップＳ２０２における体動判定の結果、およびス
テップＳ２０６における覚醒判定の結果に基づいて、睡眠状態であって、かつ体動がない
場合のみ脈拍間隔データを保存する（ステップＳ２３０）。
【００７９】
　次に、脈拍間隔算出部１１０は、一連の脈拍間隔データをＦＦＴ法などの周波数解析法
によって周波数スペクトル分布に変換する（ステップＳ２３２）。そして、自律神経指標
算出部１１２は、ステップＳ１３２において周波数スペクトル分布に変換された一連の脈
拍間隔データの複数のパワースペクトルの値からＬＦ，ＨＦを算出する（ステップＳ２５
０）。次に、睡眠状態判定部１１６は、自律神経指標ＬＦ，ＨＦに基づいて睡眠状態を判
定し、記憶部１０２に保持させる（ステップＳ２５２）。
【００８０】
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　図１６は、ステップＳ２５２における処理を示すフローチャートである。ここで、ステ
ップＳ２５２における睡眠状態判定処理について詳述する。睡眠状態判定部１１６は、ま
ず自律神経指標算出部１１２からＬＦ，ＨＦを取得し、ＬＦ，ＨＦの標準偏差の合計を算
出する（ステップＳ３０１）。さらに、ＬＦ／ＨＦの値を算出する（ステップＳ３０２）
。
【００８１】
　次に、ＬＦ／ＨＦの値が第１の判定閾値よりも小さいか否かを調べる（ステップＳ３０
３）。その結果、ＬＦ／ＨＦの値が第１の判定閾値よりも小さい場合は（ステップＳ３０
３，Ｙｅｓ）、さらに、ＨＦの値が第２の判定閾値よりも大きいか否かを調べる（ステッ
プＳ３０５）。その結果、ＨＦの値が第２の判定閾値よりも大きい場合は（ステップＳ３
０５，Ｙｅｓ）、深睡眠と判定する（ステップＳ３０９）。
【００８２】
　一方、睡眠状態判定部１１６は、ＬＦ／ＨＦの値が第１の判定閾値以上である場合は（
ステップＳ３０３，Ｎｏ）、さらに、ＬＦ／ＨＦの値が第３の判定閾値より大きいか否か
を調べる（ステップＳ３０４）。その結果、ＬＦ／ＨＦの値が第３の判定閾値より大きい
場合は（ステップＳ３０４，Ｙｅｓ）、さらに、ＨＦの値が第２の判定閾値よりも大きい
か否かを調べる（ステップＳ３０５）。
【００８３】
　その結果、ＨＦの値が第２の判定閾値以下である場合は（ステップＳ３０５，Ｎｏ）、
さらに、ＨＦの値が第４の判定閾値よりも小さいか否かを調べる（ステップＳ３０６）。
その結果、ＨＦの値が第４の判定閾値よりも小さい場合は（ステップＳ３０６，Ｙｅｓ）
、さらに、ＬＦ、ＨＦの標準偏差の合計が第５の判定閾値より大きいか否かを調べる（ス
テップＳ３０７）。その結果、ＬＦ、ＨＦの標準偏差の合計が第５の判定閾値より大きい
場合は（ステップＳ３０７，Ｙｅｓ）、レム睡眠と判定する（ステップＳ３０８）。
【００８４】
　一方、睡眠状態判定部１１６は、ＬＦ／ＨＦの値が第２の判定閾値以下である場合（ス
テップＳ３０４，Ｎｏ）、および、ＨＦが第４の判定閾値以上である場合（ステップＳ３
０６，Ｎｏ）、および、ＬＦ、ＨＦの標準偏差の合計が第５の判定閾値以下である場合は
（ステップＳ３０７，Ｎｏ）、浅睡眠と判定する（ステップＳ３１０）。
【００８５】
　なお、第１の判定閾値から第５の判定閾値は、例えば、被験者毎に一晩計測したＬＦ，
ＨＦ，ＬＦ／ＨＦのそれぞれの分布の密度の高い点を２点選び、ＬＦ／ＨＦの２点の中点
を第１の判定閾値＝第３の判定閾値、ＨＦの２点の中点を第２の判定閾値＝第４の判定閾
値、ＬＦの２点の中点を第５の判定閾値として設定することができる。
【００８６】
　また、３軸方向の加速度データを体動データとして計測することとしたので、体動を手
軽で精度よく体動を測定することができる。したがって、脈波に対する体動の影響および
不整脈や無呼吸状態などの脈波異常の影響を低減し、睡眠状態の判定精度を向上させるこ
とができる。
【００８７】
　図１７は、中途覚醒しそうな状態の判定方法を説明するための図である。健常者の睡眠
段階は、図１７に示すようにレム睡眠、睡眠段階１～４の間で変化する。一般にレム睡眠
から浅いノンレム睡眠（睡眠段階１、２）に移行する部分において中途覚醒しやすいとい
われている。そこで、レム睡眠からノンレム睡眠への切り替わりが検出された場合に中途
覚醒しやすい状態であると判定する。
【００８８】
　図１８は、実施の形態１に係る空調制御装置１０のハードウェア構成を示す図である。
空調制御装置１０は、ハードウェア構成として、空調制御装置１０における空調制御処理
を実行する空調制御プログラムなどが格納されているＲＯＭ５２と、ＲＯＭ５２内のプロ
グラムに従って空調制御装置１０の各部を制御するＣＰＵ５１と、空調制御装置１０の制
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御に必要な種々のデータを記憶するＲＡＭ５３と、ネットワークに接続して通信を行う通
信Ｉ／Ｆ５７と、各部を接続するバス６２とを備えている。
【００８９】
　先に述べた空調制御装置１０における空調制御プログラムは、インストール可能な形式
又は実行可能な形式のファイルでＣＤ－ＲＯＭ、フロッピー（Ｒ）ディスク（ＦＤ）、Ｄ
ＶＤ等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録されて提供されてもよい。
【００９０】
　この場合には、空調制御プログラムは、空調制御装置１０において上記記録媒体から読
み出して実行することにより主記憶装置上にロードされ、上記ソフトウェア構成で説明し
た各部が主記憶装置上に生成されるようになっている。
【００９１】
　また、本実施の形態の空調制御プログラムを、インターネット等のネットワークに接続
されたコンピュータ上に格納し、ネットワーク経由でダウンロードさせることにより提供
するように構成してもよい。
【００９２】
（実施の形態２）
　次に実施の形態２にかかる空調制御システム１について説明する。実施の形態２にかか
る空調制御システム１においては、快適体感温度曲線を用いるのにかえて、各ユーザの体
感温度を測定する。そして、測定結果に基づいて空調を制御する。
【００９３】
　図１９－１および図１９－２は、実施の形態２にかかる空調制御システム１の睡眠セン
サ２０ａの装着例を示す図である。睡眠センサ２０ａは、脈波センサ２００と、睡眠セン
サ本体２２０に加えて、さらに体温センサ２１２、外気温センサ２１４を備えている。
【００９４】
　体温センサ２１２は、指部に接触する位置に設けられており、体温が検出される。また
、他の例としては、手のひらに接するように装着すべく実装してもよい。なお、指部や手
のひらの温度が急激に上昇する場合は、暖かい物に触れている場合であり、区別可能であ
る。一方、外気温センサ２１４は、人体と接触しない位置に設けられている。
【００９５】
　図２０は、実施の形態２にかかる睡眠センサ２０ａの機能構成を示すブロック図である
。睡眠センサ２０ａは、実施の形態１にかかる睡眠センサ２０ａの機能構成に加えて、温
度センサ駆動部２３０と、体温計測部２３２とを備えている。
【００９６】
　温度センサ駆動部２３０は、体温センサ２１２および外気温センサ２１４を駆動する体
温計測部２３２は、体温センサ２１２および外気温センサ２１４の計測結果に基づいて、
それぞれ体温および外気温を算出する。
【００９７】
　図２１は、実施の形態２にかかる空調制御装置１０の機能構成を示すブロック図である
。実施の形態２にかかる空調制御装置１０は、快適体感温度曲線雛形保持部１３２を備え
ない。快適体感温度曲線雛形保持部１３２が保持する快適体感温度曲線にかえて、睡眠セ
ンサ２０におい計測された体温および外気温に基づいて、空調制御を行う。
【００９８】
　各温度は、送信部２２５から空調制御装置１０に送信される。空調制御装置１０の空調
制御部１３４は、受信部１０６を介して体温および外気温を取得する。そして、体温およ
び外気温に基づいて、対象ユーザが放熱傾向にあるのか蓄熱傾向にあるのか、すなわち熱
傾向を判定する。
【００９９】
　そして、放熱傾向にあると判定された場合には、体感温度設定を下げる。なお、この際
の下降スピードは、２℃／ｈ前後とする。これによりユーザの入眠を促進することができ
る、また、蓄熱傾向にあると判定された場合には、体感温度を設定を上げる。なお、この
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際の上昇スピードは、０．３℃／ｈ前後とする。
【０１００】
　なお、指の温度が３１～３３℃程度の状況が続き、かつ外気温が３０℃以下である場合
に放熱傾向であると判定する。また、手のひらの温度と、外気温との差が１℃以下と小さ
い場合および手のひらの温度が３０℃以下の場合に蓄熱傾向にあると判定する。
【０１０１】
　各ユーザの熱傾向を判定する。そして、優先ユーザが選択されると選択された優先ユー
ザの熱傾向に応じた空調制御を行う。
【０１０２】
　なお、これ以外の空調制御システム１の構成および処理は、実施の形態１にかかる空調
制御システム１の構成および処理と同様である。
【０１０３】
　以上、本発明を実施の形態１，２を用いて説明したが、上記実施の形態に多様な変更ま
たは改良を加えることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】実施の形態１にかかる空調制御システム１の全体構成を示す図である。
【図２】睡眠センサ２０の装着例を示す図である。
【図３】睡眠センサ２０の機能構成を示すブロック図である。
【図４】空調制御装置１０の機能構成を示すブロック図である。
【図５】自律神経指標算出部１１２の処理を説明するための図である。
【図６】快適体感温度曲線の雛形を示す図である。
【図７】不快指数のグラフを示す図である。
【図８】図６に示す快適体感温度曲線により決定された制御曲線を実現すべく行われる実
際の空調制御を示す図である。
【図９】体感温度を２７℃から２４．５℃に変更する際の空調制御を説明するための図で
ある。
【図１０】実施の形態１にかかる空調制御システム１における空調制御処理を示すフロー
チャートである。
【図１１】優先ユーザとして選択された第１ユーザが入眠し、このとき覚醒している第２
ユーザを優先ユーザとして選択した場合の制御曲線を示す図である。
【図１２】全員入眠した後の制御曲線を示す図である。
【図１３】全員入眠した後に、第２ユーザが覚醒した場合の制御曲線を示す図である。
【図１４】全員入眠した後に、第２ユーザおよび第１ユーザが中途覚醒しそうになった場
合の制御曲線を示す図である。
【図１５】ステップＳ１０６における睡眠判定処理を示すフローチャートである。
【図１６】ステップＳ２５２における処理を示すフローチャートである。
【図１７】中途覚醒しそうな状態の判定方法を説明するための図である。
【図１８】実施の形態１に係る空調制御装置１０のハードウェア構成を示す図である。
【図１９－１】実施の形態２にかかる空調制御システム１の睡眠センサ２０ａの装着例を
示す図である。
【図１９－２】実施の形態２にかかる空調制御システム１の睡眠センサ２０ａの装着例を
示す図である。
【図２０】実施の形態２にかかる睡眠センサ２０ａの機能構成を示すブロック図である。
【図２１】実施の形態２にかかる空調制御装置１０の機能構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【０１０５】
　１　空調制御システム
　１０　空調制御装置
　２０ａ，２０ｂ　睡眠センサ
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　３０　空調装置
　５１　ＣＰＵ
　５２　ＲＯＭ
　５３　ＲＡＭ
　５７　通信Ｉ／Ｆ
　６２　バス
　１００　表示部
　１０２　記憶部
　１０４　電源供給部
　１０６　受信部
　１１０　脈拍間隔算出部
　１１２　自律神経指標算出部
　１１４　体動判定部
　１１６　睡眠状態判定部
　１１８　照明制御部
　１２０　制御部
　１３０　優先ユーザ選択部
　１３２　快適体感温度曲線雛形保持部
　１３４　空調制御部
　２００　脈波センサ
　２０２　光源
　２０４　受光部
　２１２　体温センサ
　２１４　外気温センサ
　２２０　睡眠センサ本体
　２２１　光源駆動部
　２２２　脈波計測部
　２２３　加速度計測部
　２２４　入力部
　２２５　送信部
　２２６　制御部
　２３０　温度センサ駆動部
　２３２　体温計測部
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【図１１】
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【図１７】

【図１８】

【図１９－１】

【図１９－２】

【図２０】 【図２１】
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